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告示 
○ 税務システム環境構築等業務委託に関する契約の相手方等の公示（税務課） 

○ 滞納整理支援システム再構築業務委託に関する契約の相手方等の公示（税務課） 

○ 軽油引取税免税証の無効告示（税務課） 

○ 特定非営利活動法人の認定に係る公告（共助社会づくり課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 埼玉県母子父子寡婦福祉資金貸付金未収金収納事務委託（こども政策課） 

○ 保育士登録業務に係る手数料徴収事務委託（こども支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 土地収用法による事業認定（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定（河川砂防課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 蓮田都市計画用途地域の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 蓮田都市計画防火地域及び準防火地域の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 蓮田都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 嵐山町平沢土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出（市街地整備課） 

○ 蓮田市高虫西部土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出（市街地整備課） 

○ 令和６年度第２回技能検定員等資格審査実施に伴う公示（運転免許課） 

○ 令和６年６月３日現在における選挙人名簿登録者数の 50分の１の数等（選挙管理委員

会） 

○ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者（監査第一課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

                            



１ 購入等件名及び数量 

  税務システム環境構築等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部税務課税務ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 

 番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和６年５月 24 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  659,744,250 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 

 １項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

                            



１ 購入等件名及び数量 

滞納整理支援システム再構築業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部税務課税務ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和６年５月 24 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

1,263,308,063 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第

１項第１号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
六
号 

 
次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所 

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所 

埼
玉
県
加
須
市
浜
町
四
番
三
十
七
号 

 
 

ほ
く
さ
い
農
業
協
同
組
合
加
須
燃
料
配
送
セ
ン
タ
ー 

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称 

一
○
○
㍑ 

一
㍑ 

免
税
証 

の
種
類 

１
１
Ｇ
１
１
３
２
８
５ 

～ 

１
１
Ｇ
１
１
３
２
８
７ 

１
１
Ａ
０
９
９
６
６
８ 

～ 

１
１
Ａ
０
９
９
６
６
９ 

免
税
証
の
記
号
及
び
番
号 

令
和
六
年
四
月
十
一
日 

亡
失
年
月
日 

三 二 
枚
数 

農
業 

農
業 

用
途 

令
和
五
年
六
月
一
日 

～ 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
六
月
一
日 

～ 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

有
効
期
間 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
七
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
サ
ポ
ー
ト 

て
ん
と
う
む
し 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

大
野 

明
子 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

 

埼
玉
県
川
越
市
小
仙
波
町
四
丁
目
十
一
番
地
十
二 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
六
月
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
上
尾
市
中
妻
三
丁
目
一
番
六
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



  
別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
九
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

            

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

   

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦

福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三

条
（
同
法
第
三
十
一
条
の
六

及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
に
係

る
未
収
金
の
徴
収
事
務 

公

金

事

務 
東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
十
六
番
二

十
号 

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

長
岡 

智
重 

 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住

所

又

は

事

務

所

の

所
在

地 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

            

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

   

埼
玉
県
手
数
料
条
例

（
平
成
十
二
年
埼
玉

県
条
例
第
九
号
）
別
表

福
祉
部
の
項
第
三
号
、

第
四
号
及
び
第
五
号

に
規
定
す
る
手
数
料 

公

金

事

務 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

理
事
長 

吉
田 

学 

指

定

公

金

事

務

取

扱

者

の

名

称

、 

住

所

又

は

事

務

所

の

所

在

地 

令

和

六

年

四

月

一
日
か
ら
令
和
七

年

三

月

三

十

一

日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
そ
よ
ら
入
曽 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
南
入
曽
字
堂
ノ
前
原
五
四
〇
番
一 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出 
武
美 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

他
未
定 

 
 

 
 

 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

四
千
六
百
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

百
四
十
九
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

百
三
十
二
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

百
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 
午
前
四
時
か
ら
午
前
六
時
三
十
分
ま
で 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
川
口
市
川
口
五
丁
目
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
川
口
五
丁
目
八
十
三
番
三 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い 

代
表
理
事
・
専
務
理
事 

河
田 

喜
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い 

代
表
理
事
・
専
務
理
事 

河
田 
喜
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

 
 

 
 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
十
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

百
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

百
二
十
三
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
十
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
四
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

オ
ー
ケ
ー
川
口
栄
町
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
四 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

埼
栄
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

飯
塚 
元
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
前
川
一
丁
目
一
番
七
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

二
宮 

涼
太
郎 

 
 

 
 

横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 
 

 
 

 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
十
六
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
十
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

十
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
オ
ー
ケ
ー
越
谷
大
泊
店 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
大
泊
字
塚
田
四
百
四
十
番
一 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
店
舗
保
有
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
田
中
銀
一 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

二
宮
涼
太
郎 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
九
百
四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

百
四
十
五
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

百
四
十
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

百
五
十
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
十
九
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

へ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

上
里
町 

二 

事
業
の
種
類 

 

（
仮
称
）
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と 

判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
（
仮
称
）
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件

事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。 

 

本
件
事
業
は
、
起
業
者
が
保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ

ー
の
機
能
を
統
合
し
、
複
合
施
設
と
し
て
整
備
す
る
事
業
で
あ
り
、
当
該
複
合
施
設
は
、
法

第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る

社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
及
び
同
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
国
又
は
地
方
公
共
団

体
が
設
置
す
る
庁
舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の
他
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に

供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ロ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 

起
業
者
は
、
上
里
町
保
健
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
上
里
町
条
例

第
七
号
）
、
上
里
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
年
上
里
町
条
例

第
七
号
）
及
び
上
里
町
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
四
年
上
里
町
条

例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン



タ
ー
を
設
置
し
、
管
理
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
本
件
事
業
に
必
要
な
用
地
取
得
費
及
び
事
業
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
等
を
講
じ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ハ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 

保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
は
、
い
ず
れ
も
建
設

後
四
十
年
以
上
が
経
過
し
、
著
し
く
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
バ
リ
ア
フ
リ

ー
ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
等
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
非
対
応
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利

用
者
が
安
心
・
安
全
に
施
設
の
利
用
を
継
続
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
狭
あ
い
で
、
相
談
室

等
の
必
要
な
事
業
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
に
支
障
を
来
し
て
い
る
た
め
、
改
修
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
。 

 
 

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
施
設
の
老
朽
化
を
解
消
し
、
耐
震
性
に
優
れ
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
に
対
応
し
た
施
設
の
整
備
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
施
設
を
複
合
化
す

る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
し
な
が
ら
利
用
者
の
利
便
性
を
向
上
さ

せ
、
施
設
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
災
害
時
の
医
療
活
動
の
拠

点
施
設
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
拠
点
施
設
が
同
一
施
設
と
な
る
た
め
、
災
害
対
応
の

円
滑
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す 

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 

起
業
者
が
実
施
し
た
自
然
環
境
調
査
に
よ
る
と
、
起
業
地
に
は
保
護
の
た
め
特
別
な
措

置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
が
希
少
な
動
植
物
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。 

ま
た
、
起
業
地
に
は
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
九
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
起
業
者
が

特
別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。 

 
 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 

 
 

保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
は
、
著
し
く
老
朽
化 



 
 

 

し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
非
対
応
で
あ
り
、
利
用
者
の
利
便
性
及
び
安

全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
早
急
な
整
備
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
は
、
狭
あ
い
で
、
必
要
な
事
業
ス
ペ

ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
支
障
を
来
し
て

い
る
状
況
で
あ
る
。 

 
 

 
 

さ
ら
に
、
上
里
町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
及
び
上
里
町
公
共
施
設
再
配
置
・
維
持

保
全
計
画
で
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
は
、
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
機
能
を
統
合
し
複
合
化
を
図

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
い
ず
れ
の
施
設
も
建
替
え
が
急
務
で
あ
り
、
本
件
事
業
の
完
成

に
よ
り
、
施
設
の
老
朽
化
の
解
消
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
及

び
管
理
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
災
害
時
の
重
要
な
防
災
拠
点

と
し
て
災
害
対
応
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
起
業
者
は
、
三
箇
所
の
候
補
地
を

選
択
し
て
総
合
的
に
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
施
設
利
用
者
の
利
便
性
、

地
理
的
条
件
、
周
辺
環
境
及
び
経
済
性
を
総
合
的
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
①
Ｊ
Ｒ
高
崎
線

神
保
原
駅
か
ら
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
徒
歩
圏
内
に
位
置
し
て
お
り
、
最
も
交
通
の

利
便
性
が
高
い
こ
と
、
②
上
里
町
役
場
庁
舎
が
隣
接
し
て
お
り
、
利
便
性
が
高
く
災
害
時

の
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
が
最
も
発
揮
で
き
る
こ
と
、
③
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
拠
点
（
優
先
的
検
討
候
補
地
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
及
び
立
地
適
正
化
計
画
に
該
当
し

て
い
る
こ
と
、
④
経
済
性
が
比
較
的
優
位
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
よ
り
、
本
起
業
地
を
選

択
し
て
お
り
、
そ
の
選
択
は
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

な
お
、
起
業
地
内
に
農
地
が
存
在
す
る
が
、
農
地
転
用
、
開
発
許
可
等
、
事
業
の
遂
行

上
必
要
な
土
地
利
用
諸
法
上
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
全
て
解
除
済
み
で
あ
る
。 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益

を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
、

本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ニ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 

保
健
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
は
、
著
し
く
老
朽
化

し
て
い
る
こ
と
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
非
対
応
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
施
設
の
機
能
を
十

分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
利
便
性
、
安
全
性
等



を
備
え
た
複
合
施
設
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ホ 

結
論 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で
で
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要

件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

上
里
町
役
場
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
建
設
推
進
室 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
月
三
月
二
十
九

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
さ
い
た
ま
市
丸
ケ
崎
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
百
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
丸
ケ
崎
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所
か
ら

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号 

 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 

な
お
、
関
係
図
書
は
、
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

膝
折
町
三
丁
目
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十

七
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域 

十
四 

十
三 

十
二 

十
一 

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 

標
柱
番
号 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 
 

同 同 同 同 朝
霞
市 

市 

町 

村 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 膝
折
町
三
丁
目 

 

大 
 

字 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

字 

一
九
七
五
番
五 

一
九
九
九
番
四 

二
〇
〇
一
番
二 

二
〇
〇
一
番
二 

一
九
九
七
番
三 

一
九
九
三
番
二 

一
九
九
三
番
九 

一
九
九
三
番
一
三 

 

一
九
七
七
番
一 

 

一
九
七
七
番
一 

 

一
九
七
六
番
三 

 
一
九
七
六
番
三
地
先 

 

一
九
七
七
番
一
地
先 

 

一
九
七
五
番
一
二 

地 
 

 
 

 

番 



  

十
七 

十
六 

十
五 

同 同 朝
霞
市 

同 同 膝
折
町
三
丁
目 

 

  
 

 
 

一
九
七
五
番
四 

 

一
九
七
五
番
一 

 

一
九
七
五
番
五 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
五
〇
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
越
谷
市
新
越
谷
二
丁
目
百
八
十
九
番
一
外
十
三
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

百
三
・
七
六
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二
―
三
〇
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
字
池
の
台
七
百
二
十
三
番
十
二
の
一
部
外
二
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

八
百
二
十
六
・
七
七
六
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号 

 
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号 

 
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号 

 
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

内 

田 
 

 

健 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
三
十
一
番
地 

 

内 

田 

信 

雄 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
八
十
六
番
地 

 

内 

田 

博 

資 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
七
番
地 

 

大 

野 

輝 

子 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
八
百
五
十
一
番
地 

 

大 

野 

敏 

行 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
八
百
七
番
地
一 

 

奥 

平 

勝 

久 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
九
百
二
十
二
番
地 

 

河 

井 

勝 

久 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
四
十
番
地 

 

河 

井 

満 

雄 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
九
百
八
十
七
番
地 

 

清 

水 
 

 

悟 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
二
千
三
百
四
十
五
番
地 

 

髙 

橋 

浩 

之 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
四
百
五
十
一
番
地 

 

滝 

澤 

利 

男 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
九
百
二
十
三
番
地
一 

 

西 

澤 

壽 

章 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
千
手
堂
五
百
番
地 

 

松 

浦 
 

 

智 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
菅
谷
八
十
六
番
地 

 

村 

田 

永 

男 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
八
十
二
番
地
一 

 

村 

田 

宏 

吉 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
七
十
番
地 

 
 

 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

内 

田 
 

 

健 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
三
十
一
番
地 

 

内 

田 

信 

雄 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
八
十
六
番
地 

 

内 

田 

博 

資 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
七
番
地 

 

大 

野 

輝 

子 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
八
百
五
十
一
番
地 

 

大 

野 

敏 

行 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
八
百
七
番
地
一 

 

奥 

平 

勝 

久 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
九
百
二
十
二
番
地 

 

河 

井 

勝 

久 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
四
十
番
地 

 

河 

井 

満 

雄 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
九
百
八
十
七
番
地 

 

清 

水 
 

 

悟 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
二
千
三
百
四
十
五
番
地 

 

髙 

橋 

浩 

之 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
四
百
五
十
一
番
地 



 

西 

澤 

壽 

章 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
千
手
堂
五
百
番
地 

 

西 

原 

富
士
男 

 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
志
賀
三
千
百
三
十
一
番
地 

 
村 

田 
 

 

朗 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
五
百
七
十
番
地 

 

村 
田 

永 

男 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
六
百
八
十
二
番
地
一 

 

山 

田 
忠 

男 
 

埼
玉
県
嵐
山
町
大
字
平
澤
二
千
四
百
八
十
五
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

蓮
田
市
高
虫
西
部
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

 
 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

石 

井 

憲 

司 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
高
虫
千
八
十
二
番
地 

 

萩 

原 

和 

夫 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
高
虫
千
五
十
六
番
地 

 

森 

屋 

純 

一 
 

東
京
都
あ
き
る
野
市
養
沢
百
八
十
三
番
地 

 

中 

田 

拓 

朗 
 

東
京
都
立
川
市
柴
崎
町
一
丁
目
十
一
番
十
三
号 

 

石 

坂 

晃 

一 
 

東
京
都
八
王
子
市
北
野
町
百
九
十
六
番
地 

 
 

 



埼玉県公安委員会告示第94号 

技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」とい

う。）第１条及び第10条の規定により、次のとおり技能検定員審査等を実施する。 

  令和６年６月14日 

                      埼玉県公安委員会委員長 加 村 啓 二   

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 



  サ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    令和６年７月13日（土） 

   イ 技能審査  

     令和６年７月20日（土）及び７月30日（火）から８月２日（金）までのうち指定する

日 

   ウ 面接審査  

      令和６年８月５日（月）から８月９日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

    令和６年６月14日（金）から６月28日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の各日

午前８時30分から午後５時15分までの間 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式

第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが

できる免許に係る運転免許証を提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、原則としてキャッシュレス決済の方法により納付すること。 

５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線242） 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
三
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一

項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
二
、
九
一
九
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
八
、
二
四
四
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
九
、
五
八
七
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
七
、
四
一
二
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
三
四
一
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
二
〇
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
五
六
五
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
六
、
〇
〇
二
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
八
、
八
一
八
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
八
三
四
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
六
、
一
八
四
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
九
二
八
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
六
、
〇
五
四
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
五
三
六
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
六
、
九
五
二
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
一
一
八
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
九
〇
六
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
二
六
二
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
九
九
八
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
八
四
九
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
八
〇
二
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
七
、
四
七
三
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
五
七
九
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
二
七
〇
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
六
、
九
五
五
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
九
八
〇
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
三
二
八
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
四
二
二
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
八
〇
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
一
、
三
八
五
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
八
八
一
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
四
〇
六
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
六
、
五
二
三
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
七
八
八
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
七
八
二
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五
、
八
四
二
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
一
、
四
九
二
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市
・
横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長
瀞
町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
一
六
九
人 

 

北
第
二
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
三
、
三
七
四
人 

 

北
第
三
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
一
、
六
六
二
人 

 

北
第
四
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
四
、
〇
九
二
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
二
六
九
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
四
、
九
七
〇
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
四
〇
六
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
五
六
四
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
五
三
四
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
二
三
九
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
五
、
五
七
四
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
五
、
二
二
九
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
三
八
三
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
五
七
九
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
六
一
六
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
七
七
二
人 



告 
 

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
包
括
外
部
監
査
人
新
江
明
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

立 

石 

泰 

広 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

日
下
部 

伸 

三 

 

蛭
田 

浩
平 

小
林 

正
和 

織
田 

智
美 

豊
田 

由
美
子 

柴
田 

英
樹 

井
上 

正
之 

補
助
す
る
者
の 

氏 
 

 
 

名 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
門

千
四
百
十
三
番
地
八 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
東
仲
町

十
五
番
一
―
二
〇
二
号 

埼
玉
県
所
沢
市
旭
町
二
十
八
番
十

七
号 

埼
玉
県
吉
川
市
高
富
一
丁
目
三
十

番
地
九 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
七
丁

目
六
番
八
―
二
八
〇
五
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
三

丁
目
十
三
番
十
六
号 

補
助
す
る
者
の
住
所 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
～ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

補
助
で
き
る
期
間 
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